
特定創業支援等事業相談カルテ　（とよはし創業プラットホーム） 　　　年　　　月　　　日

4回以上かつ1ヵ月以上にわたり継続的に経営、人材育成、販路開拓など創業に関する知識が身につく支援（左記の表の支援内容1～4に各1回は該当すること）を行った場合に「特定創業支援等事業」とする。

■創業希望者記入欄 ■認定連携創業支援等事業者記入欄
＜創業希望者について＞ ＜相談、支援カルテ＞

氏名
相談日

（受講日）
支援内容

住所 1．経営
　支援事業者名

担当
者印

電話番号 2．財務

3．人材育成

4．販路開拓
　代表者名 印

法人名 5．その他

法人
所在地

1．経営
　支援事業者名

担当
者印

電話番号 2．財務

＜創業する事業について＞
3．人材育成

創業形態 個人事業主　　/　　法人 4．販路開拓
　代表者名 印

創業予定日 　　　　　年　　　月　　　日 5．その他

創業予定地 1．経営
　支援事業者名

担当
者印

2．財務

3．人材育成

4．販路開拓
　代表者名 印

5．その他

1．経営
　支援事業者名

担当
者印

2．財務

3．人材育成

4．販路開拓
　代表者名 印

販路の目処 有　　/　　これから開拓 5．その他

1．経営
　支援事業者名

担当
者印

2．財務

3．人材育成

4．販路開拓
　代表者名 印

5．その他

認定連携創業支援等事業者について

＜原本＞：創業希望者（記入）（写：保管）→ とよはし創業プラットホーム支援事業者（記入・押印）（写：5年保管） → 豊橋市（5年保管）

性別、
年代

男性　　/　　女性

～29歳　/　30～54歳　/　55歳～

年

月

日

年

月

日

業務経験、
知識、
資格等 年

月

日
資金計画

総額：　　　　　万円　（自己資金：　　　　　万円）
　　　運転：　　　　　　　万円
　　　設備：　　　　　　　万円

業種、
事業内容

創業の
動機、
きっかけ

困りごと

年

月

日

年

月

日

相談内容および支援内容

とよはし創業プラットホームの支援事業者は、個人情報の利用に関し、以下に掲げる事項を遵守します。

（１）

（２）

＜個人情報＞

（１） 氏名・住所・電話番号・開業場所・商号・業種・開業日等の属性に関する情報

（２） 裏面に記載される相談および支援内容について

（３） その他の利用にあたり提供いただいた書類に記載されている情報

＜利用目的＞

（１） とよはし創業プラットホームでの創業支援等事業の受付および各種事業、制度の利用のご提案

（２） 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行に係る受付、審査、証明

（３） とよはし創業プラットホームの創業支援等事業のデータ分析およびアンケート等の実施

（４） その他産業競争力強化法における創業支援等事業の適正な運営

＜とよはし創業プラットホームの支援事業者＞

（１） 豊橋商工会議所

（２） （株）サイエンス・クリエイト

（３） 地元金融機関（以下の豊橋市内の支店および相談窓口等）

（株）十六銀行、（株）愛知銀行、（株）名古屋銀行、（株）中京銀行、（株）三十三銀行、豊橋信用金庫

岡崎信用金庫、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫、豊橋商工信用組合、日本政策金融公庫

（４） 豊橋市

とよはし創業プラットホームの利用申込みおよび個人情報の取扱いに関する同意書

氏 名

　　　　　年　　　月　　　日

＜原本＞：創業希望者（記入）→とよはし創業プラットホームの支援事業者（写：5年保管）→豊橋市（5年保管）

　　　　　　　　（写：保管）

個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）に基づき、以下に掲げる個人情報を、創業支

援等事業およびこれに付随する事業ならびに以下の目的の達成に必要な範囲で利用すること。

創業希望者の創業支援等事業の上で知り得た公表されていない情報を、適切な事業の運営の確保やその他

必要と認められる目的以外の目的のために利用しないこと。

個人情報の取扱いについて

とよはし創業プラットホーム

以上

　とよはし創業プラットホーム（創業支援等事業）の利用にあたり、私の下記に掲げる個人情報を下記目的のために必要な範囲

で利用し、とよはし創業プラットホームの支援事業者と必要に応じて授受することについて同意します。

創業希望者 住 所



・ワンストップ相談窓口
・創業者向け制度融資
・起業支援補助
・まちなかインキュベーション補助

・東三河ビジネスプランコンテストの開催
・インキュベーション事業
新規入居者への継続支援

・創業支援施設Ｓｔａｒｔｕｐ Ｇａｒａｇｅ

・創業塾の開催
・創業支援セミナーの開催
・創業相談窓口
継続した個別の窓口相談

専門家派遣による支援

一日中小企業相談会

・中学校への創業キャリアアップ授業

・創業融資の実施
創業支援窓口の設置
ビジネスプランの作成支援
専門家派遣による支援

豊橋市

地元金融機関＊1

豊橋商工会議所
（豊橋ビジネスサポートセンター）

(株)サイエンス・クリエイト

それぞれの強みを
活かし、連携をとる

とよはし創業プラットホーム
豊橋で創業を目指す方を全面サポート

各機関との連携調整

【全体像】 ＊下線は特定創業支援等事業

＊1 地元金融機関 （下記機関の豊橋市内の支店、お客様相談窓口等）
（株）十六銀行、（株）愛知銀行、（株）名古屋銀行、（株）中京銀行、（株）三十三銀行、豊橋信用金庫、
岡崎信用金庫、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫、豊橋商工信用組合、（株）日本政策金融公庫

連携

（株）日本
政策金融
公庫

よろず支
援拠点

とよはし創業プラットホームの支援事業者は、個人情報の利用に関し、以下に掲げる事項を遵守します。

（１）

（２）

＜個人情報＞

（１） 氏名・住所・電話番号・開業場所・商号・業種・開業日等の属性に関する情報

（２） 裏面に記載される相談および支援内容について

（３） その他の利用にあたり提供いただいた書類に記載されている情報

＜利用目的＞

（１） とよはし創業プラットホームでの創業支援等事業の受付および各種事業、制度の利用のご提案

（２） 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行に係る受付、審査、証明

（３） とよはし創業プラットホームの創業支援等事業のデータ分析およびアンケート等の実施

（４） その他産業競争力強化法における創業支援等事業の適正な運営

＜とよはし創業プラットホームの支援事業者＞

（１） 豊橋商工会議所

（２） （株）サイエンス・クリエイト

（３） 地元金融機関（以下の豊橋市内の支店および相談窓口等）

（株）十六銀行、（株）愛知銀行、（株）名古屋銀行、（株）中京銀行、（株）三十三銀行、豊橋信用金庫

岡崎信用金庫、豊川信用金庫、蒲郡信用金庫、豊橋商工信用組合、日本政策金融公庫

（４） 豊橋市

とよはし創業プラットホームの利用申込みおよび個人情報の取扱いに関する同意書

氏 名

　　　　　年　　　月　　　日

＜原本＞：創業希望者（記入）→とよはし創業プラットホームの支援事業者（写：5年保管）→豊橋市（5年保管）

　　　　　　　　（写：保管）

個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）に基づき、以下に掲げる個人情報を、創業支

援等事業およびこれに付随する事業ならびに以下の目的の達成に必要な範囲で利用すること。

創業希望者の創業支援等事業の上で知り得た公表されていない情報を、適切な事業の運営の確保やその他

必要と認められる目的以外の目的のために利用しないこと。

個人情報の取扱いについて

とよはし創業プラットホーム

以上

　とよはし創業プラットホーム（創業支援等事業）の利用にあたり、私の下記に掲げる個人情報を下記目的のために必要な範囲

で利用し、とよはし創業プラットホームの支援事業者と必要に応じて授受することについて同意します。

創業希望者 住 所


